
※在老制度を適用したと
仮定した場合の支給停止額

６５歳 ７０歳

繰下げ請求（退職）

◎ ７０歳に繰下げ請求するケース

老 齢 基 礎 年 金

老齢基礎年金の繰下げ増額分

裁定請求を行わない（在職中）

この部分のみ繰下げを可能とする

６５歳以降の老齢厚生年金の繰下げ制度の導入（平成１９年４月施行）

繰下げにより支給なし

老齢厚生年金の繰下げ増額分

○ 今後、高齢期の就労が進んでいくことが見込まれる中、引退年齢を自由に選択し、実際に引退した

後から年金を受給することを望む者が増えていくことが考えられることから、現行の６５歳から一律に支給

される老齢厚生年金について、支給開始年齢を繰り下げて受給する仕組みを導入する。

老 齢 厚 生 年 金
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平成１６年年金制度改革について（合意）ー抜粋ー

１、在職老齢年金制度の見直し等

（１）６０歳台前半の在職老齢年金制度については、働き始めると年金が一律２割支給停止

される現行の仕組みを廃止する。

（２）７０歳以上の被用者については、

① 退職後の年金受給期間等を勘案し、保険料の負担を求めないこととし、

② 厚生年金の給付については、６０歳台後半の被用者と同様、調整を行う。

（３）在職老齢年金制度については、保険料負担と給付調整の両面にわたり、公的年金の支

え手の在り方を勘案の上、引き続き検討を行うものとする。

（４）６５歳以降の老齢厚生年金について、繰下げ制度を導入し、年金受給開始年齢を選択

できるようにする。

平 成 １ ６ 年 ２ 月 ４ 日
与党年金制度改革協議会
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